
京 都 大 学 公 開 講 座 等 企 画 委 員 会 要 項 等 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後
京都大学公開講座等企画委員会要項

（平成１８年１２月２５日総長裁定）

（前 略）
第３ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。第３ （同 左）
(1) 社会連携担当の理事（以下「担当理事」とい (1) 渉外担当の理事（以下「担当理事」という。）
う。）

(2) 本学の専任の教授 ８名 (2)
(3) 渉外部長 (3)

（同 左）(4) その他総長が必要と認める者 若干名 (4)
２～３ （略） ２～３
（後 略）

京都大学社会貢献推進検討委員会要項
（平成１４年１０月２２日総長裁定）

（前 略）
第３ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。第３

（同 左）(1) 教育担当の理事（以下「担当理事」という。） (1)
(2) 広報担当の理事 (2) 渉外担当の理事
(3) 研究科の教授又は准教授 ６名 (3)
(4) 研究所及びセンターの教授又は准教授 ２名 (4)
(5) 附属図書館長 (5)

（同 左）(6) 学務部長 (6)
(7) その他総長が必要と認める者 若干名 (7)

２～３ （略） ２～３
（後 略）

総長又は理事を補佐するための職に関する要
項

（平成２０年１０月２１日総長裁定）

第１ （略） 第１
第２ 京都大学に副理事及び理事補を置く。 第２
２ 副理事は、総長を補佐し、総長の定めるところ ２

（同 左）
により業務を掌理する。

３ 理事補は、理事を補佐し、理事の分担する事項 ３
について、企画立案及び連絡調整を行う。

第３ 第２に定めるもののほか、総長顧問又は総長 第３ 第２に定めるもののほか、総長顧問、総長特
特別補佐を置くことがある。 別補佐、総長首席学事補佐、総長主席学事補佐、

総長学事補佐又は総長特命補佐を置くことがあ
る。

２ 総長顧問は総長の諮問する事項に関し助言等を ２ 総長顧問は総長の諮問する事項に関し助言等を
行い、総長特別補佐は総長が定める特定の事項を 行い、総長特別補佐は総長が定める特定の事項を
処理する。 処理し、総長首席学事補佐、総長主席学事補佐及

び総長学事補佐は総長が定める学事に関し必要事
項を調査研究し、総長に提言等を行い、総長特命
補佐は、総長が定める業務を処理する。

第４ 副理事及び理事補は教職員のうちから総長 第４ 副理事及び理事補は教職員のうちから総長
が、総長顧問及び総長特別補佐は総長が任命する。 が、総長顧問、総長特別補佐、総長首席学事補佐、

総長主席学事補佐、総長学事補佐及び総長特命補
佐は総長が任命する。

第５ 副理事、理事補、総長顧問及び総長特別補佐 第５ 副理事、理事補、総長顧問、総長特別補佐、
（第６において「副理事等」という。）の任期は、 総長首席学事補佐、総長主席学事補佐、総長学事
総長が定める。ただし、任命する総長の任期の終 補佐及び総長特命補佐（第６において「副理事等」
期（理事補にあっては当該理事の任期の終期）を という。）の任期は、総長が定める。ただし、任
超えることはできない。 命する総長の任期の終期(理事補にあっては当該

理事の任期の終期）を超えることはできない。
第６ （略） 第６ （同 左）

京都大学大学評価支援室要項
（平成１６年１２月７日総長裁定）

第１ 京都大学における教育研究活動等の状況に関 第１ 京都大学における教育研究活動等の状況に関



改 正 前 改 正 後
する点検・評価活動を支援するため、評価担当の する点検・評価活動を支援するため、企画担当の
理事（以下「担当理事」という。）の下に大学評 理事（以下「担当理事」という。）の下に大学評
価支援室（以下「支援室」という。）を置く。 価支援室（以下「支援室」という。）を置く。
（後 略）

京都大学男女共同参画推進室要項
（平成２０年１月１５日総長裁定）

第１ 京都大学における男女共同参画の推進を図る 第１ 京都大学における男女共同参画の推進を図る
ため、男女共同参画を担当する理事（以下「担当 ため、法務・コンプライアンス担当の副学長（以
理事」という。）の下に男女共同参画推進室（以 下「担当副学長」という。）の下に男女共同参画
下「推進室」という。）を置く。 推進室（以下「推進室」という。）を置く。

第２ （略） 第２
（同 左）第３ 推進室は次の各号に掲げる室員で組織する。 第３

(1) 担当理事 (1) 担当副学長
(2) 総務・人事担当理事 (2) 総務担当の理事
(3) 部局の長 若干名 (3)

（同 左）(4) その他総長が指名する教職員 若干名 (4)
２～３ （略） ２～３
第４ 推進室に室長及び副室長を置く。 第４
２ 室長は担当理事を持って充て、副室長は室員の ２ 室長は担当副学長を持って充て、副室長は室員
うちから室長が指名する。 のうちから室長が指名する。

３～４ ３～４
第５

（略）
第５

（同 左）２～３ ２～３
第６ 第６
第７ この要項に定めるもののほか、推進室に関し 第７ この要項に定めるもののほか、推進室に関し
必要な事項は、担当理事が定める。 必要な事項は、担当副学長が定める。

京都大学法務・人権推進室要項
（平成２０年１２月１６日総長裁定）

（前 略）
第２ 法務・人権推進室は、法務担当の理事又は人 第２ 法務・人権推進室は、法務・コンプライアン
権担当の理事（以下「担当理事」という。）の下 ス担当の副学長（以下「担当副学長」という。）
に、次の各号に掲げる業務を行う。 の下に、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)～(4) （略） (1)～(4)

第３ 法務・人権推進室は、次に掲げる者で組織す 第３ （同 左）
る。
(1) 法務担当の理事及び人権担当の理事 (1) 担当副学長
(2) 担当理事が指名する理事補 (2) 担当副学長が指名する理事補
(3)

（略）
(3)

（同 左）(4) (4)
(5) 総務部の職員のうちから担当理事が指名する (5) 総務部の職員のうちから担当副学長が指名す
者 若干名 る者 若干名

(6) その他担当理事が必要と認める者 若干名 (6) その他担当副学長が必要と認める者 若干名
第４ （略） 第４ （同 左）
２ 室長は担当理事をもって充て、副室長は室長が ２ 室長は担当副学長をもって充て、副室長は室長
指名する者をもって充てる。 が指名する者をもって充てる。

３ ３
第５ （略） 第５ （同 左）
２ ２
第６ この要項に定めるもののほか、法務・人権推 第６ この要項に定めるもののほか、法務・人権推
進室の運営に関し必要な事項は、法務担当の理事 進室の運営に関し必要な事項は、担当副学長が定
及び人権担当の理事が協議して定める。 める。

京都大学総合専門業務室要項
（平成２２年３月９日総長裁定）

（前 略）
第２ 総合専門業務室に、室長を置き、人事担当の 第２ 総合専門業務室に、室長を置き、総務担当の
理事（以下「担当理事」という。)をもって充て 理事（以下「担当理事」という。)をもって充て
る。 る。

２ （略） ２ （同 左）



改 正 前 改 正 後
（後 略）

総長が特に命じる事務を担当する課長を総務
部に置く件

（平成２４年３月３０日総長裁定）

第１ 総務部に、京都大学事務組織規程（平成１６ 第１ 総務部に、京都大学事務組織規程（平成１６
年達示第６０号）第１０条第１項の規定に基づき、 年達示第６０号）第１０条第１項の規定に基づき、
報道に係る事務について、総務部長を助け、及び 報道に係る事務について、総務部長を助け、及び
総括整理させるため、報道担当課長（以下「担当 整理させるため、報道担当課長（以下「担当課
課長」という。）を置く。 長」という。）を、大学情報の収集、管理及び運

用に係る事務について、総務部長及び企画課長を
助け、及び整理させるため、大学情報マネジメン
ト戦略担当課長（以下「担当課長」という。）を、
職員の育成及び評価に係る事務について、総務部
長及び人事課長を助け、及び整理させるため、人
材育成担当課長（以下「担当課長」という。）を
置く。

第２ 担当課長は、第１に定める職務について、上 第２ 担当課長は、第１に定める職務について、総
司の命を受け事務を処理する。 務部長、企画課長又は人事課長の命を受け事務を

処理する。
第３ （略） 第３ （同 左）

総長が特に命じる事務を担当する課及び課長
を施設部に置く件

（平成２４年３月３０日総長裁定）

（前 略）
第４ 第１から第３までに定めるもののほか、課の 第４ 第１から第３までに定めるもののほか、課の
組織その他必要な事項は、総務・人事担当の理事 組織その他必要な事項は、総務担当の理事が定め
が定める。 る。

京都大学本部事務分掌規程
（平成１８年８月３０日総長裁定）

第１章 総則
第１条 この規程は、京都大学事務組織規程（平成 第１条 この規程は、京都大学事務組織規程（平成
１６年達示第６０号)第２５条の規定に基づき、 １６年達示第６０号)第２５条の規定に基づき、
京都大学事務本部における監査室、課及び室の所 京都大学事務本部における総長室、監査室、課及
掌事務及びその分掌を定めるものとする。 び室の所掌事務及びその分掌を定めるものとす

る。

（総務課） （総務課）
第２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。第２条
(1)～(6) （略） (1)～(6)

（同 左）

(7) 総長、理事及び監事の秘書事務に関すること。
(8) (7)
(9) (8)
(10) （略） (9) （同 左）
(11) (10)
(12) (11)
(13) 総長室に関すること。
(14) （略） (12) （同 左）
（中 略）

第９章 監査室 第９章 総長室及び監査室
（総長室）

第２８条 総長室においては、次の事務をつかさど
る。
(1) 総長の行う業務に係る必要な企画立案、連絡
調整その他の支援に関すること。

(2) 総長、理事及び監事の秘書事務に関すること。
(3) その他総長が必要と認めること。

（監査室） （監査室）
第２８条 監査室においては、次の事務をつかさど 第２９条 （同 左）
る。



改 正 前 改 正 後
(1) 内部監査に関すること。
(2) 監事監査の支援に関すること。
(3) 公益通報に関すること。

第１０章その他 第１０章その他 （同 左）
第２９条 第２条から前条までに定める室及び部課 第３０条
における事務の分掌は、当該室長又は部長が定め
る。

京都大学東京オフィス事務室要項
（平成２１年１２月１６日総長裁定）

第１ 京都大学東京オフィス（以下「東京オフィス」第１
という。）において次の各号に掲げる業務を行う
ため、東京オフィスに事務室を置く。 （同 左）
(1) 東京及びその周辺地区における情報の収集・ (1)
発信

(2) 総長、理事、総長室及び事務本部並びに部局 (2) 総長、理事及び事務本部並びに部局の東京及
の東京及びその周辺地区における活動の支援 びその周辺地区における活動の支援

(3) 東京オフィスの維持管理及び運営 (3)
(4) その他総長又は管理責任者が必要と認める事 (4) （同 左）
項

（後 略）

京都大学教室系技術職員に係る組織要項
（平成３年１月２２日総長裁定）

（前 略）
（総合技術部委員会） （総合技術部委員会）

第４ 総合技術部に、総合技術部委員会を置く。 第４
２ 総合技術部委員会は、次の各号に掲げる委員で ２ （同 左）
組織する。
(1) 総合技術部を担当する理事 (1) 総務担当の理事
(2) 総合技術部長 (2)
(3) 技術部長 若干名 (3)
(4) 第６第５項に規定する総括技術長 (4) （同 左）
(5)その他総合技術部長が必要と認めた者 若干名 (5)
３～８ （略） ３～８
（後 略）

京都大学の名義並びに京都大学マーク、エン
ブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関
する規程

（平成２１年１０月２０日総長裁定）

（前 略）
（使用に関する総括） （使用に関する総括）

第７条 本学の名義並びに京都大学マーク、エンブ 第７条 本学の名義並びに京都大学マーク、エンブ
レム及びロゴタイプ（以下「名義等」という。） レム及びロゴタイプ（以下「名義等」という。）
の使用に関しては、広報担当の理事が総括する。 の使用に関しては、渉外担当の理事が総括する。
（中 略）

第９条 前条に定めるもののほか、広報担当の理事 第９条 前条に定めるもののほか、渉外担当の理事
が適当と認める団体等は、その指定されたものに が適当と認める団体等は、その指定されたものに
本学の名義等を使用することができる。 本学の名義等を使用することができる。
（名義等の使用許可） （名義等の使用許可）

第１０条 次の各号に該当する場合は、広報担当の 第１０条 次の各号に該当する場合は、渉外担当の
理事に使用を申請し、その許可を受けた場合に限 理事に使用を申請し、その許可を受けた場合に限
り、本学の名義等を使用することができる。 り、本学の名義等を使用することができる。
(1)～(2) （略） (1)～(2) （同 左）

第１１条 本学の名義等は、営利目的に使用しては 第１１条 本学の名義等は、営利目的に使用しては
ならない。ただし、次の各号に該当する場合で、 ならない。ただし、次の各号に該当する場合で、
産官学連携本部長が当該使用に関し適当と認めた 産官学連携本部長が当該使用に関し適当と認めた
ものについては、広報担当の理事に使用を申請し、 ものについては、渉外担当の理事に使用を申請し、
その許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使 その許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使
用することができる。 用することができる。
(1)～(3) （略） (1)～(3) （同 左）



改 正 前 改 正 後
(4) その他広報担当の理事が適当と認める場合 (4) その他渉外担当の理事が適当と認める場合
（中 略）
（使用の取消等） （使用の取消等）

第１４条 広報担当の理事は、使用者が前条の規定 第１４条 渉外担当の理事は、使用者が前条の規定
に違反したと認めるときは、当該使用の許可を取 に違反したと認めるときは、当該使用の許可を取
り消し、又は使用を中止させることができる。 り消し、又は使用を中止させることができる。

２ 使用者以外の者が本学の名義等を使用した場合 ２ 使用者以外の者が本学の名義等を使用した場合
は、広報担当の理事は、当該使用を中止させるも は、渉外担当の理事は、当該使用を中止させるも
のとする。 のとする。

３ （略） ３ （同 左）
（後 略）

京都大学本部事務決裁等規程
（平成１７年９月２０日総長裁定）

（前 略）
（決裁） （決裁）

第３条
（略）

第３条
（同 左）(1)～(8) (1)～(8)

２ 別表第２の事項欄に掲げる事案で重要なものに ２ 別表第２の事項欄に掲げる事案で重要なものに
ついては、同表の決裁者欄に掲げる理事、厚生補 ついては、同表の決裁者欄に掲げる理事、厚生補
導担当の副学長（以下「副学長」という。）又は 導担当の副学長、法務・コンプライアンス担当の
機構長若しくは本部長（以下「理事等」という。） 副学長又は機構長（以下「理事等」という。）の
の決裁を受けるものとする。ただし、総長が理事 決裁を受けるものとする。ただし、総長が理事又
に対し特に担当を命じた事項その他同表の規定に は副学長に対し特に担当を命じた事項その他同表
より難い事案については、この限りでない。 の規定により難い事案については、この限りでな

い。
３～４ （略） ３～４ （同 左）
（専決） （専決）

第４条 （略） 第４条 （同 左）
２ 前項に定めるもののほか、事務本部の各部及び ２ 前項に定めるもののほか、事務本部の各部、総
監査室の長は、前条第１項及び第２項に該当しな 長室及び監査室の長は、前条第１項及び第２項に
い軽微なものについては、その定めるところによ 該当しない軽微なものについては、その定めると
り課長又はその他の者に専決させることができ ころにより課長又はその他の者に専決させること
る。 ができる。
（決裁における事前承認） （決裁における事前承認）

第５条 （略） 第５条 （同 左）
２ 前項の規定にかかわらず、監査室にあっては、 ２ 前項の規定にかかわらず、総長室又は監査室に
総長の決裁又は承認を受けようとする事案につい あっては、総長の決裁又は承認を受けようとする
てはあらかじめ監査室長の承認を受けるものとす 事案についてはあらかじめ総長室長又は監査室長
る。 の承認を受けるものとする。
（中 略）

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

事項 名義者 事項 名義者

（略） （同 左）

４ 理事裁定による要領等 当該事案について ４ 理事又は副学長裁定によ 当該事案について
所管の理事 る要領等 所管の理事又は副

学長

（略） （同 左）

８ 掲示 軽重、内容に応じ ８ 掲示 軽重、内容に応じ
て、法人、大学、 て、法人、大学、
部課等、その長又 部課等、その長又
は副学長 は厚生補導担当の

副学長

（略） （同 左）



改 正 前 改 正 後

別表第２（第３条第２項関係） 別表第２（第３条第２項関係）

事項 決裁者 事項 決裁者

京都大学本部事務分掌規程 総務・人事担当の理 京都大学本部事務分掌規程 総務・企画・情報環
(平成１８年８月３０日総 事 (平成１８年８月３０日総 境担当の理事
長裁定。以下「分掌規程」 長裁定。以下「分掌規程」
という。)第２条、第４条、 という。)第２条(第５号、
第６条、第８条(第５号及 第６号、第８号及び第９号
び第６号を除く。)及び第 を除く。）、第３条、第４
２８条第３号に定める事項 条、第６条(第２号、第３
並びに人権及び男女共同参 号、第５号及び第６号を除
画に関する事項 く。）、第１７条及び第１

８条に定める事項

分掌規程第２１条(第２号 教育担当の理事
を除く。)及び第２３条に （同 左）
定める事項

分掌規程第１９条、第２０ 学生担当の理事又は 学生・図書館担当の
条及び第２１条第２号に定 副学長 （同 左） 理事又は厚生補導担
める事項 当の副学長

分掌規程第２４条に定める 研究担当の理事
（同 左）

事項

分掌規程第９条から第１３ 財務・施設担当の理 分掌規程第９条から第１６ 財務・施設・環境安
条まで、第１５条及び第１ 事 条までに定める事項 全保健担当の理事
６条に定める事項

分掌規程第３条に定める事 企画担当の理事
項

分掌規程第５条、第７条、 渉外担当の理事 分掌規程第７条、第８条及 渉外・産官学連携担
第８条第５号及び第６号に び第２５条に定める事項並 当の理事
定める事項並びにコンプラ びに外部戦略に関する事項
イアンスその他外部戦略に
関する事項

分掌規程第２２条(特に重 高等教育研究開発推 分掌規程第２２条(特に重 高等教育研究開発推
要なものに限る。)に定め 進機構長 要なものに限る。)に定め 進機構長
る事項 る事項

分掌規程第１４条に定める 環境安全保健機構長
事項

分掌規程第２６条及び第２ 国際交流推進機構長 分掌規程第２６条（第８号、病院・国際担当の理
７条に定める事項 第９号、第１１号及び第１ 事

２号を除く。）に定める事
項

分掌規程第１７条及び第１ 情報環境機構長
８条に定める事項

分掌規程第２５条に定める 産官学連携本部長
事項



改 正 前 改 正 後
分掌規程第２条(第５号、 法務・コンプライア
第６号、第８号及び第９号 ンス担当の副学長
に限る。）、第５条、第６
条（第２号、第５号及び第
６号に限る。)及び第２８
条第３号に定める事項

分掌規程第６条第３号に定 総務・企画・情報環
める事項 境担当の理事又は法

務・コンプライアン
ス担当の副学長

分掌規程第２６条（第８号、学生・図書館担当の
第９号、第１１号及び第１ 理事又は病院・国際
２号に限る。）及び第２７ 担当の理事
条に定める事項

別表第３（第４条関係）（略） 別表第３（第４条関係）(同 左)

注） 注）
１ 監査室長の年次休暇及び特別休暇（夏季休暇に １ 総長室長及び監査室長の年次休暇及び特別休暇
限る。）の承認並びに週休日の振替及び代休日の （夏季休暇に限る。）の承認並びに週休日の振替
指定に関する事項の専決者は、同室長とする。 及び代休日の指定に関する事項の専決者は、同室

長とする。
２ 監査室長の病気休暇及び特別休暇（夏季休暇を ２ 総長室長及び監査室長の病気休暇及び特別休暇
除く。）の承認に関する事項の決裁者は、総長と （夏季休暇を除く。）の承認に関する事項の決裁
する。 者は、総長とする。

３ （略） ３ （同 左）

京都大学危機管理規程施行細則
（平成２３年１１月２２日総長裁定）

（前 略）
（危機管理計画の作成等） （危機管理計画の作成等）

第２条 理事等（京都大学危機管理規程第３条第７ 第２条 理事又は副学長（以下「理事等」という。）
号に定めるものをいう。以下同じ。)は、掌理す は、掌理する業務に関わる危機管理体制の充実を
る業務に関わる危機管理体制の充実を図るため、 図るため、次の各号に掲げる事項を行うものとす
次の各号に掲げる事項を行うものとする。 る。
(1)～(5) （略） (1)～(5) （同 左）

２ 理事等は、危機管理計画を作成又は変更した場 ２ 理事等は、危機管理計画を作成又は変更した場
合は、規程第５条第１項に定める危機管理を担当 合は、規程第５条第１項に定める危機管理を担当
する理事（以下「危機管理担当の理事」という。） する理事等（以下「危機管理担当の理事等」とい
に通知する。 う。）に通知する。

３ 前２項の規定は、部局の長（事務本部にあって ３ 前２項の規定は、部局の長（事務本部にあって
は総務担当の理事。以下同じ。）が危機管理体制 は事務総括担当の副理事。以下同じ。）が危機管
の充実を図る場合に準用する。この場合において、 理体制の充実を図る場合に準用する。この場合に
「理事等は」、「危機管理計画」とあるのは、そ おいて、「理事等は」、「危機管理計画」とあるの
れぞれ、「部局の長は」、「部局危機管理計画」と は、それぞれ、「部局の長は」、「部局危機管理計
読み替えるものとする。 画」と読み替えるものとする。
（危機に伴う通報連絡） （危機に伴う通報連絡）

第３条 （略） 第３条 （同 左）
（危機レベルの決定手順等） （危機レベルの決定手順等）

第４条 部局で発生した危機に係る規程第８条第１ 第４条
項に規定する危機レベルの決定は、以下の手順に （同 左）
よる。
(1) 部局の長は、危機が発生したときは、直ちに (1) 部局の長は、危機が発生したときは、直ちに
当該危機の内容を危機管理担当の理事及び当該 当該危機の内容を危機管理担当の理事等及び当
危機に関連する業務を掌理する理事等（以下「担 該危機に関連する業務を掌理する理事又は副学
当理事等」という。）に連絡する。 長（以下「担当理事等」という。）に連絡する。

(2) 部局の長から前号の連絡を受けた危機管理担 (2) 部局の長から前号の連絡を受けた危機管理担
当の理事は、原則として担当理事等と危機の状 当の理事等は、原則として担当理事等と危機の
況、対応の態勢及び今後の展開予測等について 状況、対応の態勢及び今後の展開予測等につい
協議のうえ、総長に危機レベルについて進言し、 て協議のうえ、総長に危機レベルについて進言
危機レベルの決定を受ける。 し、危機レベルの決定を受ける。



改 正 前 改 正 後
(3) 前号により決定した危機レベルは、危機管理 (3) 前号により決定した危機レベルは、危機管理
担当の理事から危機が発生した部局の長及び担 担当の理事等から危機が発生した部局の長及び
当理事等へ連絡する。 担当理事等へ連絡する。

２ 部局で発生した危機に係る規程第８条第２項に ２ （同 左）
規定する危機レベルの変更は、以下の手順による。
(1) 部局の長は、発生した危機が拡大したとき、 (1) 部局の長は、発生した危機が拡大したとき、
又は拡大するおそれがあると認められるとき、 又は拡大するおそれがあると認められるとき、
若しくは危機が縮小したときは、直ちに当該状 若しくは危機が縮小したときは、直ちに当該状
況を危機管理担当の理事に報告する。 況を危機管理担当の理事等に報告する。

(2) （略） (2) （同 左）
（中 略）

第１１条 この細則の実施に関し必要な事項は、危 第１１条 この細則の実施に関し必要な事項は、危
機管理担当の理事が別に定める。 機管理担当の理事等が別に定める。

附 則
この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。


